
一

第
六

十
号
議
案
　
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
六
十
号
議
案

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
三
年
二
月
十
七
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
三
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
四
項
中
「
責
任
者
の
設
置
そ
の
他
の
」
を
削
り
、
「
従
業
者
」
を
「
そ
の
従
業
者
」
に
、
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

を
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等

教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
、
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育

を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と

同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
っ
て
、
二
年
以
上
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
に
従
事
し
た
も
の
（
以
下
「
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
経
験
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
」
を
「
に
お
い
て
、
」
に
、
「
場
合
は
、
」
を
「
場
合

は
」
に
改
め
、
「
同
じ
。
）
を
」
の
下
に
「
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
（
人
工
呼
吸
器
に
よ
る
呼
吸
管
理
、
喀か
く
た
ん痰
吸

引
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行

う
場
合
は
看
護
職
員
（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

3 . 第 1 回 定 例 会



二

　

一　

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対
し
て
医
療

的
ケ
ア
を
行
う
場
合

　

二　

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登

録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀か

く
た
ん痰

吸
引
等
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等

を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ

の
一
環
と
し
て
喀か
く
た
ん痰
吸
引
等
業
務
（
同
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
喀
痰
吸
引
等
業
務
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
十
一
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合

　

三　

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
（
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
十
一
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
（
同

法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
行
為
業
務
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合

　

第
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
（
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
」
を
「
に
お
い
て
、
」
に
、
「
場
合
は
、
」
を
「
場
合
は
」
に
改
め
、
「
機
能
訓
練
担
当
職
員
を
」
の
下
に
「
、

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
は
看
護
職

員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対
し
て
医
療

的
ケ
ア
を
行
う
場
合

　

二　

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀か
く
た
ん痰

吸
引
等
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ

の
一
環
と
し
て
喀か
く
た
ん痰
吸
引
等
業
務
を
行
う
場
合



三

第
六

十
号
議
案
　
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

三　

当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又
は
そ
の

一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
を
行
う
場
合

　

第
六
条
第
三
項
中
「
次
に
掲
げ
る
従
業
者
」
の
下
に
「
（
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
看
護
職
員

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

看
護
職
員
（
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
医
療
的
ケ
ア
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を

行
う
場
合
に
限
る
。
）

　

第
十
二
条
第
五
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
議
は
、
テ
レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
優
越
的
な
関
係
を

背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
又
は
性
的
な
言
動
に
よ
り
従
業
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
十
四
条
の
二　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
の
提
供
を

継
続
的
に
行
い
、
及
び
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業

務
継
続
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
従
業
者
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



四

３　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す

る
。

　

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
関

係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
虐
待
の
発
生
及
び
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
地
域
住
民
等
と
の
連
携

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
五
十
四
条
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
九
条
中
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
」
を
加
え
、
「
第
四
十
一
条
中
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
中
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
日
常
生
活
」

を
「
、
日
常
生
活
」
に
、
「
場
合
は
、
」
を
「
場
合
は
」
に
改
め
、
「
機
能
訓
練
担
当
職
員
を
」
の
下
に
「
、
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
営
む
た

め
に
医
療
的
ケ
ア
を
恒
常
的
に
受
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
障
害
児
に
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合
は
看
護
職
員
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項

に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
看
護
職
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。



五

第
六

十
号
議
案
　
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

一　

医
療
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
職
員
を
当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
訪
問
さ
せ
、
当
該
看
護
職
員
が
障
害
児
に
対

し
て
医
療
的
ケ
ア
を
行
う
場
合

　

二　

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る

場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
喀か
く
た
ん痰
吸
引
等
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事

業
又
は
そ
の
一
環
と
し
て
喀か
く
た
ん痰

吸
引
等
業
務
を
行
う
場
合

　

三　

当
該
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
事
業
所
で
あ
る
場

合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
医
療
的
ケ
ア
の
う
ち
特
定
行
為
の
み
を
必
要
と
す
る
障
害
児
に
対
し
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
が
自
ら
の
事
業
又

は
そ
の
一
環
と
し
て
特
定
行
為
業
務
を
行
う
場
合

　

第
七
十
六
条
及
び
第
七
十
六
条
の
二
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
七
条
第
一
号
中
「
、
保
育
士
又
は
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
経
験
者
」
を
「
又
は
保
育
士
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
九
条
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
九
条
の
九
中
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
」
を
加
え
る
。

　

第
八
十
七
条
中
「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
二
」
を
加
え
、
「
第
四
十
一
条
中
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
中
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

施
行
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
四
項
及
び
第
四
十
三
条
第
二
項
（
改
正
後
の
条
例
第
五
十
三

条
の
五
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
九
及
び
第
八
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な



六

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

３　

施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
条
例
第
十
四
条
の
二
（
改
正
後
の
条
例
第
五
十
三
条
の
五
、
第
五
十
七
条
、
第

六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
九
及
び
第
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第

三
項
中
「
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
る
」
と
す
る
。

４　

施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
条
例
第
三
十
九
条
第
二
項
（
改
正
後
の
条
例
第
五
十
三
条
の
五
、
第
五
十
七

条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
九
及
び
第
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

５　

施
行
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
条
例
第
四
十
二
条
第
三
項
（
改
正
後
の
条
例
第
五
十
三
条
の
五
、
第
五
十
七

条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
九
条
、
第
七
十
九
条
の
九
及
び
第
八
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
第
四
十
二
条
第
三
項
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

６　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関

す
る
条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
条
例
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
後

の
条
例
第
五
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



七

第
六

十
号
議
案
　
東
京
都
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

９　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
条
例
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
基
準
該
当
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
条
例
第
七
十
七
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
の
施
行
に
よ
る
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事

業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る

規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


